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第 2 回 教育委員会会議録 

  令和 2 年 1 月 31 日 

１．開 会 

 

２．会議録署名委員の指名  ～ 瓜委員、髙澤委員 

 

３．前回会議録の承認  ～ 坪谷委員、瓜委員 承認 

 

４．報 告 

   報告第１号 教育長報告 

 

５．議 案 

議案第１号 赤平市総合体育館設置条例施行規則及び赤平市スポーツセンター条 

例施行規則の一部改正について 

 

6．出席教育委員 

   教 育 委 員  山 本 由美子 

   教 育 委 員  瓜   郁 夫 

   教 育 委 員  坪 谷 嗣 香 

   教 育 委 員  髙 澤   司 

教 育 長  高 橋 雅 明 

 

7．傍聴人を除き他に議場に出席した者 

   学 校 教 育 課 長  大 橋   一 

   社 会 教 育 課 長  野 呂 道 洋 

   学 校 教 育 課 主 幹  斎 藤 政 弘 

   学校教育課指導主事  内 潟 昭 仁 

 

8．傍聴人 ０人 

 

会議時間：15 時 20 分～16 時 10 分 
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教 育 長 開会挨拶 

会議録署名委員の指名 ～髙澤委員、山本委員 

前回会議録 ～坪谷委員、瓜委員 承認 

 

報告第１号 教育長報告について～教育長メモに基づき説明 

はじめに、１月６日（月）に、令和２年赤平市新年交礼会があり、委員の

皆さまのご参加に感謝します。 

１月１１日（土）、第４１回青少年健全育成子どもかるた大会が、ふれあ

いホールで開かれ、小中学生合わせて１８名の参加で行われました。 

１月１２日（日）、交流センターみらいにて、令和２年赤平市新成人を祝

う会が行なわれ、教育委員の皆さんには、ご参加を頂きありがとうござい

ました。 

１月１８日（土）、第５０回青少年健全育成冬季スポーツ大会が総合体育

館にて、男子５チーム３６名、女子３チーム２４名、合計８チーム６０名

でミニバスケットボール大会が行われました。 

１月２３日（木）、第１回教育委員会を行い、赤平市学校運営協議会の委

員に各学校の教頭を入れるための規則の改正で、委員の数を１６名から

２０名に改め、教頭を追加したところであります。 

同じく１月２３日でございますが、第６次赤平市総合計画の素案ができ

ましたことから、第３回赤平市まちづくり市民会議を開催し、説明の上、

意見などを頂いたところであります。 

なお、教育部門につきましては、意見等はございませんでした。また、市

ホームページで２月２４日までパブリックコメントを募集しており、総

合計画の素案が見られますので、お時間がございましたらご覧になって

頂きたいと思います。 

１月２７日（月） 豊里小学校、赤間小学校、赤平中学校で第３回目とな

ります学校運営協議会を行なっております。 

学校評価報告書の作成の他、教育活動に対する地域住民からの支援を具

体化することを目指した協議などを行ないました。３１日今晩に、茂尻小

学校で第３回学校運営協議会を開催いたします。 

１月２８日（水）交流センターみらいにおいて、令和元年度第２回赤平市

社会教育委員会議を行なわれ、会議に先立ち、任期が満了となりました社

会教育委員がそれぞれ再任され、委嘱状の交付を行いました。また、委員

長を決定し、第６次赤平市社会教育計画策定に伴なうアンケート調査の

報告と第５次中期計画の反省が行なわれ、たくさんの意見を伺うことが
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できました。第６次赤平市社会教育計画につきましては、今年度中に策定

する予定であります。 

 以上教育長報告とさせて頂きます。 

教 育 長 議案第 1 号 赤平市総合体育館設置条例施行規則及び赤平市スポーツセ

ンター条例施行規則の一部改正について説明をお願いします。 

学校教育課長 赤平市総合体育館設置条例施行規則及び赤平市スポーツセンター条例施

行規則の一部改正について、提案の趣旨をご説明いたします。 

赤平市総合体育館設置条例施行規則及び赤平市スポーツセンター条例施

行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定めたいので、これを付議

するものです。 

改正の理由としましては、国民の祝日に関する法律の一部が改正され、国

民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められること

により、関係する規則を改正するものであります。 

規則改正の内容につきまして、5 ページの対照表によりご説明いたしま

す。 

第 1 条関係の赤平市総合体育館設置条例施行規則第 11 条第 1 項第 1 号

は、字句を改正するものであります。 

第 2 条関係の赤平市スポーツセンター条例施行規則第 2 条第 1 項第 2 号

及び第 11 条第 1 項第 1 号につきましても、字句を改正するものでありま

す。 

附則としまして、この規則は、公布の日から施行するものであります。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長 議案第 1 号 赤平市総合体育館設置条例施行規則及び赤平市スポーツセ

ンター条例施行規則の一部改正について   了 

学校教育課長 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長 その他に移ります。 

学校教育課長 その他～説明 

・令和元年度卒業生の各高等学校等出願状況調べについて 

・学生ボランティア事業の終了について 

社会教育課長 その他～説明 

・かるた大会優勝、準優勝チームが 1 月 25 日（土）百人一首空知大会(長

沼高校)に出場 

・第 50 回青少年健全育成冬季スポーツ大会について 1 月 18 日（土）

開催 

・東公民館事業～第 16 回冬休み！オリジナルイラスト・絵画展について、  
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・2 月 19 日と 3 月 4 日（水）陶芸講座を東公民館開催 

・「エルムで雪遊び」2 月 11 日(火)エルム高原家族旅行村で開催 

・パンフレットの炭鉱の雪灯り 2020 について 

指 導 主 事 その他～説明 

・令和元年度 全国体力･運動能力、運動習慣等調査基本設計について(小

学 5 年・中学 2 年の１学期に行われた結果)(赤平市体力向上プランから

の変更) 

・令和２年 赤平市学力改善計画について(赤平市学力改善プランからの

変更。１～１２月を改め、前期と後期とする) 

山 本 委 員 全国体力･運動能力、運動習慣等調査基本設計について 11P の Q25、失

敗を恐れないで挑戦するが、女子が 0％になっている。自信がないことが

気になります。 

指 導 主 事 全国学力学習調査にも同じような質問事項があり、秋田県とは違う。 

山 本 委 員 ここが基本になると思う。 

指 導 主 事 校長以下、気にしている部分です。 

瓜 委 員 家庭に帰ってからの勉強の仕方が違うと思う。学習習慣がしっかりして

いると思う。 

山 本 委 員 掃除も良い。 

指 導 主 事 帰宅すると祖父母が居る家庭が多いことも要因かと。 

坪 谷 委 員 誰も居ない家庭に帰るより、大人の目がある家庭に帰るのとは違うと思

う。 

瓜 委 員 習慣づけは大切だし、親の考え方も大切ですね。 

学校教育課長 次回の教育委員会の日程でありますが、赤平市総合教育会議が 2 月 26 日

（水）午後４時より開催される予定となっております。教育委員会をその

日の午後 2 時 30 分より開催いたします。 

また、総合教育会議の内容は、市長が策定する「教育大綱」についての協

議となっておりますので、よろしくお願いいたします。 
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署名委員 

 

 

署名委員 

 

 

書  記  学校教育課 総務･学校教育担当主幹  

 
 


